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午前１０時００分 開議 

○議長（加澤 明君） おはようございま

す。 

 出席議員は、定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の議事は、タブレットに配信しており

ます議事日程第３号をもって進めます。 

───────────────── 

  ◎日程第 １ 市政に対する一般質問 

○議長（加澤 明君） 日程第１ 市政に対

する一般質問を行います。 

春日洋子議員の登壇を願います。 

春日議員。 

○１５番（春日洋子君） おはようございま

す。１５番、公明党の春日洋子でございま

す。 

通告の順に従い質問してまいります。 

初めに、行政問題の１点目、耳で聴くハ

ザードマップの作成についてお伺いします。 

ハザードマップは命に関わる情報です。災

害時に逃げ遅れることなく、円滑な避難がで

きるよう、あらゆる人がハザードマップに記

載された情報を把握し、一人一人があらかじ

め避難行動を確認しておくことが命を守るた

めに最も重要になります。 

しかし、現在地と周辺のリスクの規模や範

囲が色分けされて、平面に表現された地図で

あり、いわゆる絵と一緒のため、目が見えな

かったり、視野が狭かったり、色彩が分から

なかったりすると、ハザードマップの情報は

活用できません。 

視覚障害者や小さな文字が読めない高齢者

にとって、情報の入手は音声が頼りであり、

防災・災害情報を届けることは不可欠です。 

音声コードは、今や生活のインフラの役割

を担っており、例えば、年金定期便や水道料

金の検針票、国民健康保険医療費のお知らせ

などに導入されています。 

そこで、障害の有無で避難が遅れることが

ないよう、災害弱者の方々への防災対策とし

て、耳で聴くハザードマップの作成につい

て、本市の御見解をお伺いします。 

次に、２点目の受援計画の策定についてお

伺いします。 

大規模な災害が発生し、行政機能が低下し

た場合には、全国の自治体や企業、民間ボラ

ンティアなどが多種多様な支援に乗り出しま

す。しかし、被災地の受入体制が不十分であ

れば、せっかくの善意も生かすことができま

せん。 

実際、東日本大震災の発災後、初めて迎え

た大型連休では、泥のかき出しなどで人手が

必要な被災者が大勢いたにもかかわらず、自

治体側が多くのボランティアに対応しきれ

ず、受入れを断るケースが相次いだと言いま

す。 

また、熊本地震では、救援物資が滞留し、

食料に事欠く避難所がある一方で、賞味期限

切れのおにぎりが大量に廃棄されたところも

あったと言われています。 

今では、複数の自治体による広域災害連携

が着実に進み、多くの自治体が相互応援協定

を締結、被災地の要請を待たずに、物資を届

けるプッシュ型支援も定着するなど、非常時

に応援に行く体制は整いつつあり、災害ボラ

ンティアに関する国民の意識も高くなってい

ます。 

そのためには何が必要であるか、鍵となる

のが自治体で策定する受援計画です。参考と

なるのが、阪神淡路大震災を経験した神戸市

が定めた受援計画であるとされ、緊急時は応

援受入本部を設置し、他自治体などからの支

援に関する窓口を一元化、避難所運営や医療

ボランティアの受入れなど、１３０の業務で

それぞれ受援シートも用意するなど、指揮命

令系統や執務スペースを細かくチェックでき

るようにされているといいます。 

さらに、受援計画が作成された後、自治体

にあっては、避難訓練と同様、受援計画に基

づく訓練やシミュレーションの積み重ねも重

要であると言われています。 

必要な基本情報や体制、手順などを定めて

おくことを目的とした受援計画の作成は、防
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災担当部署のみで行うのではなく、災害時の

実効性等も考慮し、庁内の関係部署を巻き込

んだ取組とするものとされています。 

そこで、本市においては、受援計画の策定

をどのように進めていかれるのかお伺いしま

す。 

次に、３点目の、地域猫活動への助成につ

いてお伺いします。 

地域猫活動は、地域住民と飼い主のいない

猫との共生を目指し、不妊・去勢手術を行っ

たり、新しい飼い主を探して飼い猫にしてい

くことで、将来的に飼い主のいない猫をなく

していくことを目的とした活動です。 

地域の中には、猫が好きな人も、また苦手

な人もいます。可哀想だからと餌をやる人も

いれば、敷地にふんや尿をされて迷惑に思っ

ている人もいます。そのため、野良猫や飼い

猫によるトラブルを地域の環境問題として捉

え、その地域に合ったルールをつくって猫の

問題を解決していくことが大切です。 

具体的な活動内容としては、飼い主のいな

い猫を一時的に保護し、繁殖を防ぐための不

妊手術や去勢手術を受けさせ、餌やりや排泄

物の管理、周辺の清掃などがありますが、管

理できる猫の数には限界があり、餌代、手術

代などの費用の問題もあります。 

過日、市民の方より飼い主のいない猫の不

妊手術や去勢手術を自費で行い、複数の猫を

保護している現状をお聞きしました。地域で

の猫の繁殖やふん尿による被害防止、また命

を守る観点から活動を続けていらっしゃると

いうことですが、経済的な負担が増している

ことも事実です。 

そこで、市民の方々が猫と地域のために活

動している費用を、市においても助成すべき

と考えますことから、本市の御見解をお伺い

します。 

次に、４点目の家庭用生ごみ処理器「キ

エーロ」の活用についてお伺いします。 

「キエーロ」は、神奈川県葉山町で生まれ

た土の中の微生物の力で生ゴミを分解・消滅

させる処理容器のことです。家の大きさや住

まいの形態に応じて庭に設置したり、ベラン

ダなどに置き、黒土を入れた容器（キエー

ロ）に生ごみを投入することによって減量で

きることから、「ごみを少なくする運動」の

一環として、全国の自治体で利用が広がって

います。 

また、「キエーロ」の定義は、風と太陽と

土の３つと言われ、雨が直接当たらないよう

に屋根があること、太陽の光を取り入れる必

要があるため、屋根を透明にすること、そし

て風通しをよくするために密閉しないことと

言われており、容器を家庭で作ることもで

き、またプラスチック製の蓋つき容器を利用

することも可能と言われています。 

さらには、「キエーロ」の特徴は匂いがな

いこと、ずっと入れ続けても土の量が増えな

いことであり、土を増やす必要もありませ

ん。 

開発者の言葉を紹介しますと、「あまり真

面目に考えずに、生ごみの一部でも自分で処

理できると分かってもらえるといいかなと

思っています。生ごみがなくなれば、ごみを

出す回数も減らせるし、回収する業者の方も

楽になり、カラスも来なくなる。何よりも

ちょっとの負担で、油の処理や自分の暮らし

が楽になる、そのぐらいの気軽さでやってほ

しいですね。」と話されています。 

「キエーロ」の活用が、１人また２人と広

まっていくことにより、将来的に環境に配慮

したまちづくりに役立っていくものと考えま

すことから、本市の御見解をお伺いします。 

最後に、福祉問題の軟骨伝導イヤホンの導

入についてお伺いします。 

軟骨伝導イヤホンは、耳の軟骨を振動させ

て音を伝える仕組みのものであり、音を出す

穴がなく、通常のイヤホンのように耳穴を塞

がない上、左右のイヤホンの音量を個別に調

整でき、片方の耳だけでも使うことができま

す。イヤホンは集音器とセットになってお

り、雑音を取り除く機能があり、清潔さを保

ちやすい、小さな声でも明瞭に聞こえて、し

かも音漏れが少ないといった特徴がありま
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す。 

このため、市役所の窓口に聴覚に不安を抱

える方が訪れた際に、市職員が大声で話す必

要がなく、話し手が発した言葉が耳の近くで

話しているように聞こえることから、個人情

報を周囲に聞かれるリスクを減らすことがで

き、プライバシー保護にもつながります。 

本市においても、市民サービスの一環とし

て、軟骨伝導イヤホンを窓口に設置すべきと

考えますことから、御見解をお伺いします。 

以上で、壇上からの私の質問を終わりま

す。御答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（加澤 明君） ただいまの春日洋子

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

市長。 

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。 

ただいまの春日議員御質問の行政問題の第

２点目、受援計画の策定については私から、

そのほかにつきましては担当部長からお答え

をさせますので御了承を願いたいと存じま

す。 

受援計画とは、災害時に様々な業務が生ず

る中で、被災自治体だけでは対応できないも

のを円滑に処理する目的から、人的支援や物

的支援の受入れや、その効果的な活用につい

て、あらかじめ策定することで事前の備えを

するものでございます。 

このことについて、内閣府は過去に発生し

た大規模災害において、被災した自治体の受

援体制が整っておらず、多くの混乱が見受け

られたことから、平成２９年３月に受援計画

の検討や手がかりについて参考となる事項を

整理し、地方公共団体のための災害時受援体

制に関するガイドラインを策定したところで

あります。 

さらに、令和２年４月には市町村のための

人的応援の受入れに関する受援計画作成の手

引きにより、応援や受援に関する基本的な仕

組や考え方、計画のひな形を示すことで計画

策定の支援としているところでございます。 

当市におきましても、計画の策定は、事前

に受入体制を想起することができ、新たに必

要となる業務や人員の配置について把握が可

能となる等、非常に有効なものであると認識

しているところでございます。 

受援計画の策定につきましては、国や県が

実施する研修に参加するとともに、計画の対

象になると思われる業務について、関係部署

間の調整を重ねながら、今後の策定に向けた

準備を進めてまいりたいと考えております。 

私からは以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） 行政問題の第１

点目、耳で聴くハザードマップの作成につい

てお答えいたします。 

当市では、これまでハザードマップの周知

や避難情報に関する広報について取組を進め

てまいりましたが、視覚障害者向けの取組に

ついては、音声や点字等により情報を伝達す

る必要があることから、抜本的な対策となる

ものが少なかったと認識しているところでご

ざいます。 

このような中、全国的に耳で聴くハザード

マップが運用され、ＧＰＳで現在地を自動認

識し、周辺地域の気象情報やリスク情報等を

音声での読み上げにより案内するサービスが

開始されております。 

このサービスについては、提供する企業と

青森県が利用契約を締結することで、今年４

月から県内４０市町村全域における試行的運

用が始まっており、無料専用アプリケーショ

ンをダウンロードすることで、これまで課題

とされてきた視覚障害者の防災情報の取得が

容易に行える状況になっているところでござ

います。 

県はこのサービスについて、今年９月から

ラジオを使った広報を予定しているほか、８

月３０日付けで各市町村に対しても周知につ

いての協力依頼があったところでございま

す。 

耳で聴くハザードマップにつきましては、

視覚障害者への支援はもちろん、小さな文字

が読み取りづらい高齢者の方々にとりまして
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も大変有効なものであると考えられることか

ら、当市といたしましても関係部署との連携

により周知を図りながら、活用の促進に努め

てまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） 行政問題の

第３点目、地域猫活動への助成についてお答

えいたします。 

飼い主のいない猫による住宅敷地内でのふ

ん尿被害や建物の軒下への住みつきなど、市

民から苦情が寄せられており、その対策の一

つとして地域猫活動があります。 

地域猫活動とは、地域住民、ボランティア

及び行政が共同して飼い主のいない猫の問題

を解決するために、不妊・去勢手術を実施

し、餌やり及び排泄物の処理などに関する

ルールを地域で管理する活動であります。 

青森県動物愛護センターでは、猫による生

活環境におけるトラブルの解消、引き取り及

び致死処分頭数を削減することを目的とした

地域猫活動に対して、一定の条件を満たした

場合、不妊・去勢手術の費用を助成しており

ます。 

当市において、この助成を受けて実施した

事例は、これまで１地域となっており、その

他の活動としては、ボランティア団体が自主

的に猫の譲渡会などを行っている現状であり

ます。 

当市では、地域猫の不妊・去勢手術につい

て相談があった場合、青森県動物愛護セン

ターが行っている地域猫活動支援を紹介の

上、その活用の検討をお勧めしております。 

今後におきましても、関係機関などと連携

し、地域猫活動が正しく理解されるよう取り

組むとともに、保護活動を行っているボラン

ティア団体や市民の方々への不妊・去勢手術

の助成について、他自治体の動向及び事例な

どを含めて、調査・研究してまいりたいと考

えております。 

次に、行政問題の第４点目、家庭用生ごみ

処理器「キエーロ」の活用についてお答えい

たします。 

ごみの削減は、持続可能な循環型社会の実

現のために重要な課題であると認識してお

り、当市では、食材を使い切る使い切り、食

べ残しをしない食べ切り、生ごみを捨てると

きに水気を切る水切り、いわゆる３切り運動

を推進しており、各家庭から出る生ごみの削

減に取り組んでいるところでございます。 

御質問の家庭用生ごみ処理器「キエーロ」

は、木製の箱の中に土を入れ、電気代や特別

な機材、薬材が不要な構造で、土の中の微生

物が、太陽熱、水、空気の力を利用して生ご

みを分解するものであり、生ごみの削減につ

ながる有用な手立ての一つだと認識しており

ます。 

しかしながら、家庭用生ごみ処理器「キ

エーロ」を活用するには、設置場所や箱購入

費用、冬期間の管理方法など様々な課題があ

ると推測されます。 

以前、当市におきましても、一般家庭から

排出される生ごみの堆肥化の促進を図るた

め、生ごみ処理容器設置事業を実施していた

経緯もありますことから、まずは、他自治体

の取組事例を参考にしながら、調査・研究し

てまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 福祉問題の

軟骨伝導イヤホンの導入についてお答えいた

します。 

軟骨伝導イヤホンは耳穴を塞がずに、耳の

軟骨付近に軽く添えるだけで音を拾えるた

め、通常のイヤホンや骨伝導と比べ、痛みや

音漏れが少なく、音が立体的に伝わることか

ら、聴覚に不安がある方が相手の声などを聞

き取りやすいといった利点がございます。 

これまで当市では、窓口において聴覚に不

安がある来庁者に対しましては、担当職員が

分かりやすい言葉と大きな声でゆっくりと話

しかけたり、筆談を使用するなど、状況に応

じた丁寧な対応を心がけているところであり

ます。 
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しかしながら、来庁者の聞こえづらさか

ら、通常より大きな声での話しかけにより、

周囲に内容が聞こえてしまうリスクや、筆談

の場合にはスムーズなコミュニケーションが

難しく、対応に時間を要してしまうなどの課

題があります。 

そのような中、軟骨伝導イヤホンを窓口に

設置し、聴覚に不安のある来庁者に利用して

いただくことで、聞こえづらさが緩和される

とともに、大きな声を出さずに済むことでプ

ライバシーが守られるなどの有効性が全国的

に広く認識されてきたことから、昨今、全国

の自治体や金融機関などの窓口において導入

が進んでいるところであります。 

当市といたしましては、地域における高齢

化の進展などにより、今後必要とされる方が

多くなると想定されることから、窓口におけ

る聞こえづらさをサポートする軟骨伝導イヤ

ホンの導入に向けて、他自治体の活用方法な

どを調査・研究しながら、聴覚に不安がある

来庁者に寄り添った窓口対応ができるよう、

検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） 御答弁ありがとう

ございました。 

ただいまの御答弁に対しまして、再質問を

させていただきます。 

初めに、行政問題の１点目、耳で聴くハ

ザードマップの導入について再質問させてい

ただきます。 

先ほどの御答弁でも部長より示していただ

きました。県においてありがたくも、耳で聴

くハザードマップ、導入していただいたこ

と、このことが示され、非常にありがたく

思っているところでございます。 

先ほどの御答弁では、関係部署との連携に

より、これからは周知を図りながら活用の促

進に努めてまいりたいとの趣旨の御答弁をい

ただきました。 

現時点で、どのような部署を想定されてい

らっしゃるのか、参考にお聞かせいただきた

いと思います。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） 普及するために

どのような部署と連携を想定しているのかと

の再質問についてお答えいたします。 

耳で聴くハザードマップは、視覚障害によ

り紙面によりハザードマップの防災情報の取

得が困難な方や、高齢で小さな字が読み取り

づらい方などにとりまして、大変有効なもの

でありますので、市の健康福祉部と連携して

周知を図ってまいりたいと考えております。 

また、この耳で聴くハザードマップは、健

常者にとりましても大変有用なものとなって

おりますので、一般の方への周知も併せて行

い、あらゆる方が災害リスク情報を取得で

き、災害発生時の避難行動に活用できるよう

取り組んでまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。ぜひよろしくお願いいたします。 

御答弁にもございましたとおり、配慮を必

要とする方々は最優先だと思っておりますけ

れども、希望する市民の皆様へも広く情報提

供をなされることが望ましいと思います。 

ありがたく、私も昨日、このユニボイスの

アプリを取り込むことができまして、昨夜

ゆっくりと拝見をいたしましたけれども、非

常にきめ細やかな情報を得ることができ、多

くの方にまた活用できるものと思っておりま

すので、今後の取組を期待させていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

次に、２点目の受援計画の策定について再

質問させていただきます。 

詳しく市長より御答弁をいただきまして、

この受援計画の策定、やはり相当の期間を要

するものだろうということを私なりにも理解

をしておりました。一方で、そうは言っても

着実に進めていかなくてはならない、こうい

うふうな思いも抱いているところでございま

した。 

そこで、受援計画の策定時期でございます
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けれども、今後必要な関係部署との連携の下

に進めてくださるものということは理解をさ

せていただきました。それでは、いつ頃を目

安にしまして、受援計画の策定を目指してい

くのか。今の時点でお答えできる範囲でお示

しいただければありがたく思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） 受援計画の策定

時期についての再質問にお答えいたします。 

受援計画は、市職員の負担軽減のみなら

ず、市民の命を守ることにもつながると期待

されるものではありますので、受援計画を策

定し、事前に準備をしておくことは大変重要

なことだと認識しております。 

当市では、これまで災害に関する計画とし

て、各種ハザードマップや津波避難計画、業

務継続計画、避難所運営マニュアルなど、発

災直後の直接人命に関わる計画を優先して策

定を進めてきたところでございます。 

御質問の受援計画の策定時期につきまして

は、計画には受援対象業務の概要や業務スケ

ジュール、応援職員を受け入れた際に必要と

なる執務スペースや、資機材等の受入環境の

確保などを盛り込む必要がありますので、他

自治体の策定状況を参考にするとともに、庁

内における関係部署との調整により、まずは

必要となる業務の洗い出しを進め、できるだ

け早い時期に策定できるよう取り組んでまい

りたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。ぜひ、今後の取組をよろしくお願い

いたします。 

次に、３点目の地域猫活動への助成につい

て再質問させていただきます。 

御答弁では、一定の条件を満たした場合、

助成を受けられるという趣旨の内容も盛り込

まれておりました。 

改めて、ここで皆様にもまた理解を広めて

いきたいという思いで、一定の条件とは具体

的にはどのようなものであるか、ここで参考

にお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（加澤 明君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） 青森県動物

愛護センターで助成するための一定条件とは

という再質問にお答えいたします。 

青森県動物愛護センターの支援対象は、地

域猫活動となっておりますので、飼い主のい

ない猫を去勢後、個人がその猫を飼う場合は

対象外とのことでありますが、この助成を受

けるための条件が２つございます。１つ目

は、地域猫活動を実施する地域の住民から理

解が得られていること。２つ目は、地域猫活

動団体が地域猫活動を適正に行うことができ

る２世帯以上の地域住民で構成されているこ

とであります。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。 

なかなか個人でとか、意思があれども、条

件があるということで、一方でやはり、

ちょっと三沢市はそこに当たらないというこ

とはお聞きしたところでございましたけれど

も。そして、全国の中、また青森市、もちろ

んこれも条件があってのことということも先

立ってお聞きして理解をさせていただきまし

たけれども、思いはあれども、なかなかハー

ドルが高い。助成を受けられるという、そう

いう意味合いでは、非常に難しいなという思

いもありました。 

そこで、私のもとに、前段でも御紹介をさ

せていただきました、市民の方からのその思

い、大変ありがたいことで、私自身も尊い活

動をされているなということを感謝の思いを

抱いたわけでありますけれども、一方で、な

かなかこの容易に助成にはつながらないとい

うことでありました。 

そのことから、理解ができている方、この

地域猫活動へのという意味合いですけれど

も、理解をして活動をできる方、また、思い

だけで一生懸命頑張っているけど、なかなか
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それが報われないというか、そういう意味合

いでありましたけれども、再々質問でありま

すけれども、この地域猫活動の在り方、今、

私も今回の質問を通して、ある程度の概略は

理解できましたけれども、やはり市民の皆様

へ広く周知をしていく、これが一番大事であ

ろうというふうに思いました。 

そこで、今後、市としてこの地域猫活動の

在り方、これを周知していくお考えはあるで

しょうか。 

また、お考えがありましたら、どのような

方法で、この地域猫活動についての取組、周

知をしていってくださるのか、ここで再々質

問をさせていただきます。 

○議長（加澤 明君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） 地域猫活動

に対する情報提供、周知という再々質問にお

答えいたします。 

まずは、青森県動物愛護センターで行って

いる地域猫活動支援につきまして、今後、青

森県動物愛護センターと連携した上で、市

ホームページ、あとマックテレビにより市民

に情報提供してまいりたいと考えておりま

す。 

あと、地域猫活動の在り方につきまして

は、正しく理解されるように、また併せて

ホームページ、マックテレビで行ってまいり

たいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。 

なかなか一朝一夕には解決に至らないと思

いますけれども、より良い環境にひたひたと

進んでいくことを願っておりますので、これ

からもよろしくお願いいたします。 

次に、４点目の家庭用ごみ処理器「キエー

ロ」の活用について再質問させていただきま

す。 

先ほどの御答弁の中で、この「キエーロ」

を用意するには一定の予算・費用がかかると

か、また、こういう北国での冬期間の活用に

は非常にちょっと問題があるような、それも

もちろんそうであるかなというふうには一方

で思いますけれども、実は私もかねてよりこ

の「キエーロ」の取組、まずは自らだという

思いを抱きまして、何かいろいろ購入もでき

ることもありますけれども、ですけれども身

近なものでできるのではないか、そんな単純

な思いから、我が家にありましたリンゴの木

箱、毎年木箱に入ったリンゴを買って、木箱

がございましたので木箱を使いました。それ

で蓋が必要ですので、太陽を取り込まなけれ

ばならないということで、透明なもの、販売

もしておりますので、ちょっと波形のカット

してやろうかな、そんな思いもありましたけ

れども、幸い倉庫の中にこれまで使っていて

今は不要となった衣装ケースがございまし

た、透明でございます。たまたまこの衣装

ケースのサイズが木箱とぴったり合いまし

て、そしてそこに少し持ち上げるように風を

入れなければならないので、そしてまた身近

に黒土がたくさん、私にはありませんけれど

も、身近な方々が黒土、庭先にちょっと菜園

をやっておりますので分けていただき、黒土

を入れた、そういうふうに私なりの「キエー

ロ」ができて、予算ゼロでありました。さほ

ど参考にならないかもしれませんけれども、

ぜひ興味や関心を持った方から、市民の皆様

も気軽に始めてみていただきたいというのが

私の希望でございます。 

そこで、知っている方もいらっしゃるかも

しれませんけれども、やはり身近な家庭のご

み出しの量が減る、そしてまた大きく言えば

環境問題にもつながる、そしてこのごみの回

収をしてくださっている業者の方にとっても

非常にありがたい、ごみが少なくなること

が、そんないろいろな思いを抱いての今回の

質問でございました。 

ぜひ、「キエーロ」はこんなものですよ、

また、始めてみませんかと、そういう気軽な

呼びかけをしていただきたいと思います。 

発案者がおっしゃっておりましたけれど

も、やはり様々な地域があって、冬場はなか
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なか分解が進まない。例えばそういうときは

一旦休んでもいいのではないか、そしてまた

季節によって再開をしてもいいのではない

か、こういうふうに気軽に取り組んでみても

いいのではないかというような、そういう声

もございましたので、ぜひ、市としても、こ

の「キエーロ」についての情報提供をしてい

ただく、これに賛同し、そして興味関心を

持って、一人二人とまたひたひたと広まって

いくことが非常に理想だなというふうに思っ

ておりました。 

そこで、この情報提供に努めていただきた

い、このことを再質問でお答えをしていただ

きたいと思います。 

○議長（加澤 明君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） 「キエー

ロ」の市民に対する情報提供についての再質

問にお答えいたします。 

先ほど答弁申し上げましたとおり、「キ

エーロ」は生ごみ削減につながる有用な手立

ての一つであると認識しておりますことか

ら、まずは市ホームページにおいて情報提供

してまいりたいと考えております。 

また、その後の情報提供につきましては、

調査・研究を進めた上で改めて検討してまい

りたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。ぜひよろしくお願いいたします。 

最後に、福祉問題の軟骨伝導イヤホンの導

入について再質問させていただきます。 

御答弁では、聴覚に不安がある来庁者に寄

り添った窓口対応ができるよう検討してまい

りたい、前向きであるなという、そういう思

いを抱いたところでありましたけれども、そ

こで、やはり可能な限り速やかに導入してい

ただきたい、導入すべきというふうに思いま

すけれども、現時点ではどのようなお考えか

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（加澤 明君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 春日議員の

再質問についてお答えいたします。 

軟骨伝導の導入について速やかに行うべき

ではないかといった御意見だと思うのですけ

れども、先ほどの答弁でも申し上げましたと

おり、軟骨伝導イヤホンというのは来庁者に

とっても、対応する職員にとっても多くのメ

リットがあると考えております。また、プラ

イバシーの保護とか、それから窓口での利便

性を考えますと、そのような観点からも大変

大きな効果があると考えております。ですの

で、試験的に導入することも含めまして、導

入に向けて早急に検討してまいりたいと考え

ております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。ぜひよろしくお願いいたします。 

再々質問をさせていただきます。 

ただいまの御答弁の中でも、これまでも市

としては福祉分野中心にですけれども、多く

の方、配慮を必要とする方、様々な障害をお

持ちの方が来庁されます。こういう方々に

とってバリアフリーな窓口になる、こういう

ことを非常に取り組んできてくださったもの

というふうに思っておりましたけれども、そ

こで、この機会に改めて示していただきたい

なという思いになっておりました。これまで

市として、特に様々な配慮を必要とされてい

る方々いらっしゃいます。こういう方々への

配慮は、これまでどのように進めてこられた

のか、再々質問させていただきます。 

○議長（加澤 明君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君）春日議員の

再々質問についてお答えいたします。 

これまでに特に配慮を必要とする方が気持

ちよく窓口が利用できるためにどのような配

慮がなされてきたかといった内容だと思うの

ですけれども、まず、当市では令和２年度に

策定いたしました三沢市バリアフリーマス

タープランの策定に当たりましては、障害当

事者と共に実施いたしましたまち歩き点検、

こちらは障害の当事者と共に行ったまち歩き



 

 

― 53 ― 

点検なのですけれども、そちらの窓口サービ

スのある市役所庁舎までの動線確認を行うと

ともに、誰もが利用しやすいバリアフリーな

窓口サービスを目指しまして、令和２年度と

令和３年度におきまして、窓口ユニバーサル

デザイン調査を行ったところであります。 

その際、障害者など特に配慮を必要とする

方にとって使いやすい窓口であるかといった

ことを視点に１６項目の調査を行っておりま

す。その結果を踏まえて、窓口カウンターへ

の拡大鏡や筆談ボード、そしてコミュニケー

ションボードの設置など、軽微なものは全て

の窓口で改善していただきまして、ハード部

分などのすぐに改善が難しいものは、それぞ

れの課がそれぞれの創意工夫をして対応して

いるところでございます。 

今後におきましても、特に配慮が必要な方

でも気持ちのよい窓口サービスを受けられる

ことを念頭に検討してまいりたいと考えてお

ります。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 以上で、春日洋子議

員の質問を終わります。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 奥本菜保巳議員の登壇を求めます。 

 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） 日本共産党、奥

本菜保巳でございます。 

それでは、基地問題、子育て支援について

一般質問をさせていただきます。 

初めに、基地問題について質問いたしま

す。 

このところ、米軍三沢基地に起因する問題

が立て続けに浮上し、市民の安全が脅かされ

る事態が生じております。 

そこで、次の４点について質問をいたしま

す。 

まず、１点目として、米軍のＦ－３５Ａス

テルス戦闘機の配備について伺います。 

現在、三沢基地には、米軍のＦ－１６戦闘

機が３６機配備されています。先般、７月３

日、アメリカ国防総省が米軍三沢基地配備の

Ｆ－１６戦闘機の後継として、Ｆ－３５Ａス

テルス戦闘機４８機を順次置き換える計画を

発表いたしました。しかし、この発表は一方

的、唐突なもので、地元住民への影響を全く

無視した横暴なものとなっております。配備

に対する丁寧な説明もなく、また、基地強化

に起因する市民の負担や想定される基地被害

など、特に騒音被害の増大が懸念され、岡三

沢５丁目、６丁目、浜三沢地域の移転が実現

されていない中、住民の不安解消はおざなり

になっています。 

そこで、今回のＦ－３５Ａ戦闘機４８機配

備増強に対する当市の見解を伺います。 

また、基地機能強化に対する考え方につい

てですが、故鈴木市長、種市前市長とも、市

民生活に負担を与える、現状を超える基地機

能強化には反対の立場を表明されておりまし

た。小檜山市長もそれを踏襲されていると認

識しております。 

そこで、今回のＦ－３５Ａ戦闘機の４８機

への増強は基地機能強化に当たると思います

が市長の見解を伺います。 

次に、基地問題の２点目、ＣＶ－２２オス

プレイの三沢飛来について質問をいたしま

す。 

昨年１１月２９日、横田基地所属のＣＶ－

２２オスプレイが、鹿児島県屋久島沖で乗組

員８人全員が死亡するという事故を起こしま

した。そして、その事故を受け、オスプレイ

は全世界で飛行を停止していました。しか

し、事故原因の根本的な原因を明らかにでき

ないまま、今年３月に飛行を再開させ、横田

基地所属のＣＶ－２２オスプレイは７月から

飛行を再開させていました。そんな中で７月

３１日に、当該機２機が三沢基地に飛来した

ことが確認されました。オスプレイの安全性

への不安が払拭されていない中で、事前通告

もなく当市に飛来することは、市民の安心安

全の観点からも看過できない事態だと思いま

す。よって、オスプレイの事故率の高さや欠

陥が指摘されている中での当市への飛来は認

められないと思います。当市の見解を伺いま
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す。 

次に、基地問題の３点目、三沢基地所属空

軍兵の酒気帯び運転による死亡事故及び米軍

関連の性的暴行事件の非公表問題について質

問いたします。 

７月１４日午前４時頃、当市栄町１丁目の

車庫兼物置小屋に、三沢基地所属の空軍兵が

運転する乗用車が突っ込み、炎上し、２人が

死亡、１人が重傷、乗用車等を含む車庫兼物

置小屋が全焼する事故が発生しました。現場

では、ものすごい勢いで炎が舞い上がり、事

故のすさまじさに、一時、現場は騒然となっ

たとお聞きしております。現在も捜査中との

ことですが、飲酒運転で相当なスピードを出

していたのではないかと推測される事故で絶

対にあってはならない事件だと思います。全

焼した車庫兼物置小屋の所有者の方、近隣住

民にけがなどがなかったとのことで安堵しま

したが大きな損害が生じています。納得でき

る保障がされるのか、大変懸念しておりま

す。 

米軍の事件・事故においては、公務外であ

れば、事件・事故を起こした個人の賠償責任

になります。それゆえに個人で賠償できない

場合、また本国に逃げ帰った場合、最悪泣き

寝入りとなってしまいます。米軍基地がある

がゆえの事件・事故ですから、本来米軍側と

国が責任を取るべきではないでしょうか。米

軍側に対し、厳しく抗議するべきであり、二

度と起こらないよう強く再発防止対策を求め

るべきだと思います。当該事故についての当

市の対応について伺います。 

これと併せて、米軍関連の性的暴行事件の

非公表問題について伺います。 

沖縄県内で、米兵による女性への性暴力事

件が６月下旬から相次いで発覚しました。外

務省からは、防衛省・沖縄県に対し、迅速な

報告が行われませんでした。このことで、１

９９７年に日米両政府が合意した通報手続が

全く機能していなかったことが明らかになり

ました。通報手続には、事件・事故が地域社

会に及ぼす影響を最小限とするため、在日米

軍に係る事件・事故の発生の情報を日本側及

び地域社会に対して、正確かつ直ちに提供す

ることが重要であると認識すると明記されて

います。 

また、２００８年には警視庁がまとめた米

軍関連犯罪捜査要領では、米兵などによる犯

罪について、都道府県警察は防衛局などにも

通報すると定めています。しかし、警察は防

衛局に通報していませんでした。 

今回の非公表の問題を受け、調査した結

果、沖縄県以外の青森、神奈川、山口、長崎

の４県でも、米軍関係の性的暴行事件が公表

されなかったことが明らかになりました。 

報道によると、青森県内では２０２１年９

月に強制性行容疑、２０２２年１月には強制

わいせつ容疑で米軍三沢基地所属の軍人を書

類送検したとありました。この２つの事件に

ついて、県や市には連絡がなかったというこ

とです。通報手続の仕組みがあったにもかか

わらず、それが遵守されていなかったことに

強い憤りを覚えます。 

米軍による事件があった場合、何より地元

住民に寄り添う対応を取るべきではないで

しょうか。今回の非公表は、米軍に忖度して

いるとも受け取られる性被害事件の隠蔽であ

り、米軍と国に対し、厳しく通報手続を遵守

するよう抗議するとともに、再発防止策の申

入れをすべきと思います。 

当市は、当該事件に対しどのように対応さ

れたのか伺います。 

次に、基地問題の４点目、米軍基地由来が

疑われる有機フッ素化合物の流出問題につい

て質問いたします。 

２０２２年１月、三沢基地からの泡消火剤

の流出を受けて、国、県、市が基地西側の天

狗森ため池、姉沼、小川原湖などを定期的に

調査しています。２年以上経過しても、いま

だ天狗森ため池の排水路では、国の指針を超

える有機フッ素化合物が検出されておりま

す。 

今年３月、東京都内にある市民団体、食の

安全監視市民委員会が独自に基地東側、五川
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目堤を水質調査したところ、国の基準値を超

える有機フッ素化合物が検出されたと公表し

ました。 

それを受け、改めて県と市が水質調査を実

施したところ、指針値の１リットル当たり５

０ナノグラムを超える１４倍の７２０ナノグ

ラムの有機フッ素化合物が検出されたと発表

しました。 

私は、これまでも一般質問で当該化合物の

有害性を指摘してきました。ＷＨＯ世界保健

機関のがんの研究機関、ＩＡＲＣでは、有機

フッ素化合物の一種、ＰＦＯＡが４段階で一

番高いランクの発がん性があるとされ、その

実証として、動物実験だけではなく、人に対

しての研究でがん発生のメカニズムが確認さ

れています。 

また、他のＰＦＯＳが発がん性がある可能

性があるものの３番目にランク付けされてい

ます。 

また、今年６月２５日、内閣府の食品安全

委員会は、健康被害について影響は不明とし

ながらも、出生時の体重低下やワクチン接種

後の抗体低下、肝機能への影響、脂質代謝の

異常との関連は否定できないとしています。 

有機フッ素化合物は分解されにくい永遠の

化学物質とも言われ、その有害性から適切な

除去が求められます。 

以上のことから、五川目堤の有機フッ素化

合物の汚染源を明らかにすること、そして当

該化合物を取り除く対策を取ることが求めら

れます。当市の見解を伺います。 

次に、第２の質問、子育て支援策について

の質問をさせていただきます。 

国では、異次元の少子化対策として、様々

な子育て施策に取り組むとしています。子育

てする世帯への経済的負担軽減を中心に、授

業料の無償化や児童手当ての拡充等が実施さ

れております。しかし、少子化に歯止めがか

からず、さらなる子育て支援策が求められて

います。 

そこで、国が示すこども基本法の規定によ

り、こども家庭庁では市町村におけるこども

施策についての計画、いわゆるこども計画を

定めることを努力義務としております。 

当市担当課は、いち早く当該計画の策定に

取り組み、令和６年度末までの策定を目指す

としております。そのため、様々な審議会等

を立ち上げ、また、子育て世帯のニーズに応

えるべく、アンケートを実施され、実効性あ

る事業の展開に尽力されていることは承知し

ております。今後の子育て支援施策の充実に

は大変期待を寄せているところです。 

さて、国では０歳～２歳児の３人目からの

保育料無償化を実施しております。しかし、

対象要件として、子供３人が５歳児未満の３

人目としています。そうなると、子供が３人

いても、１人が小学生であれば、３人目の子

供は無償にはなりません。 

そこで、近隣自治体では、十和田市、おい

らせ町が国の対象要件から外れる１８歳まで

の子供３人以上を育てる世帯を対象に、０歳

から２歳児までの３人目からの保育料無償化

を実施しております。 

多子世帯にかかる子育てへの経済的負担は

大変重いものがあります。そこで、次の２点

についてお伺いします。 

１点目として、当市では当該支援策を実施

する場合の対象世帯数と、その事業概算額は

幾らになるのか。 

２点目として、当市としても当該支援策を

実施する考えがあるか。 

この２点について伺います。 

以上をもちまして、壇上からの質問を終わ

ります。御答弁をよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（加澤 明君） ただいまの奥本菜保

巳議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの奥本議

員御質問の基地問題、第１点目、米軍Ｆ－１

６戦闘機の機種更新に対する市の見解につい

ては私から、そのほかにつきましては、政策

部長並びに健康福祉部長からお答えをさせま
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すので御了承を願いたいと存じます。 

本年７月４日、国から米軍三沢基地第３５

戦闘航空団のＦ－１６戦闘機３６機がＦ－３

５Ａ戦闘機４８機へ、今後数年かけて機種更

新されるという説明を受けました。 

その説明の中で、これに伴う部隊等の運用

に係る影響につきましては、航空部隊の任務

や平素の活動に変更はないことや、騒音規制

を含む従前からの２国間合意や地元自治体と

の申合せ等を引き続き遵守するということで

ありました。 

機種更新されるＦ－３５Ａ戦闘機は、一般

的にＦ－１６戦闘機よりも飛行騒音が高いと

言われております。当然のことながら、市民

への騒音負担の増大が懸念されるわけであり

ます。 

市といたしましては、国から説明を受けた

際に航空機騒音が増大することが予想される

中で、国の責任において騒音対策をしっかり

とやっていただくことや、これまで以上に民

生安定対策に対し力を傾注していただきたい

旨、要望したところであります。 

御質問の基地機能強化に当たると思われる

との御指摘についてでありますが、昭和６０

年頃の米軍三沢基地の対応について、Ｆ－１

６戦闘機が５０機配備されていたことを鑑み

れば、今般の機種更新に伴うＦ－３５Ａ戦闘

機の配備は、それを上回るものではなく、必

ずしも基地機能強化に当たるという認識には

至らないと考えております。 

しかしながら、一方で、その判断につきま

しては、過去の基地機能の態様の変更や、市

民に与える影響等を総合的に勘案し、慎重に

判断する必要があると考えております。 

当市といたしましては、今後、国に対し、

配備に係る詳細な情報提供を求め、市議会を

はじめ、関係団体と意見交換をしながら、慎

重に判断してまいりたいと考えております。 

私からは、以上であります。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） 基地問題の第２

点目、横田基地所属のＣＶ－２２オスプレイ

と同機種の当市での訓練についてお答えいた

します。 

令和５年１１月２９日に鹿児島県屋久島東

側の沖合において発生した米空軍ＣＶ－２２

オスプレイの墜落事故を受け、米軍は日本時

間、同年１２月７日、リスクを軽減するた

め、オスプレイを保有する全ての軍種におい

て、オスプレイの運用を停止する旨発表し、

その後、日本時間、令和６年３月８日に米軍

オスプレイの運用停止措置の解除が発表され

ました。 

それから５か月後の令和６年８月２日に

は、国から当該墜落事故に係る事故調査報告

書について説明があり、その中で事故の状況

や安全対策等について、日米間で確認作業を

行った結果、事故の原因となった部品の不具

合は特定されたと認識しており、当該不具合

に対する各種の安全対策の措置を講じること

で安全に運用を再開できると考えていると説

明を受けたところでございます。 

また、オスプレイの運用に当たっては、国

及び米軍において、飛行の安全確保が最優先

であることを再確認し、段階を踏んで慎重に

運用再開のプロセスを進めていくとのことで

ございました。 

御質問の今後における墜落した機体と同種

のＣＶ－２２オスプレイの当市での訓練への

対応についてでございますが、市といたしま

しては、当該機種のオスプレイの運用につき

まして、今後の動向を注視ながら、情報収集

及び市民の負担軽減に努めるなど適切に対応

してまいりたいと考えております。 

基地問題の第２点目については、以上でご

ざいます。 

次に、基地問題の第３点目、三沢基地所属

米兵の酒気帯び運転による死亡事故及び米軍

関連の性的暴行事件の非公表問題についてお

答えいたします。 

まず、初めに、去る７月１４日に発生いた

しました交通事故でお亡くなりになられた

方々に対し、心からお悔やみ申し上げますと

ともに、事故によりけがや被害に遭われた
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方々に対し、心からお見舞いを申し上げま

す。 

当該事故は、米軍人及び日本人合わせて２

名がお亡くなりになり、日本人１名が重症、

市民所有の車庫が全焼するなど、大変痛まし

い事故となりました。 

その後、同月３１日には、運転手の米軍人

から酒気帯び運転の基準値以上のアルコール

が検出された旨、警察発表があり、誠に残念

な結果となったところでございます。 

当該事故に対する市の対応についてでござ

いますけれども、事故発生直後から、三沢市

消防本部、三沢防衛事務所及び三沢警察署と

連携し、情報収集に努めたほか、米軍三沢基

地とも連携しながら対処に当たってまいりま

した。 

また、運転手から基準値以上のアルコール

が検出されたことを受け、８月１日付けで、

基地安全対策連絡調整会議議長名にて、米軍

三沢基地司令官及び東北防衛局長に対し、厳

正なる綱紀粛正と教育の再徹底について、文

書により強く要請してまいりました。 

次に、７月１８日、地方紙沖縄タイムスに

おいて、米軍関係者による性犯罪について、

令和３年以降、三沢基地所属の米軍関係者が

関与した案件が２件発生した旨の記事が掲載

されました。いずれも事件後の報道発表がさ

れておらず、三沢市においても、その事実を

把握していなかったところでございます。 

当該事案に対する市の対応についてでござ

いますけれども、７月３０日、東北防衛局長

に対し、再発防止のため主体的な対策を講じ

ること、そして迅速かつ確実な情報提供につ

いて、米軍に要請していただくよう申し入れ

してございます。 

また、市は、どのように実効性のある再発

防止策を講じるのかにつきましては、一連の

事件・事故について事態を重く受け止め、８

月２１日、三沢市長、三沢市議会議長、そし

て基地対策特別委員会委員長が米軍三沢基地

司令官の下を訪れ、市長及び市議会議長連名

による要請書を手交し、飲酒運転の撲滅並び

に三沢市所属の軍人等に対する綱紀粛正と教

育の再徹底について強く要請してまいりまし

た。 

要請を受けた米軍三沢基地司令官からは、

主体的に対応してまいりたいと直接回答を得

たところでございます。 

今後におきましても、市民の日常を脅かす

事件・事故は、長年築き上げてきた友好、信

頼関係に大きな影響を及ぼすことから、様々

な機会を捉え、関係機関に対し、再発防止に

向け申し入れしてまいりたいと考えてござい

ます。 

基地問題の第３点目については、以上でご

ざいます。 

次に、基地問題の第４点目、米軍三沢基地

との関係が疑われる有機フッ素化合物の流出

問題についてお答えいたします。 

令和５年７月、地方紙沖縄タイムスにおい

て、米軍三沢基地にＰＦＡＳに汚染された貯

水池がある旨の新聞報道を受け、東北防衛局

に事実確認を行いましたところ、同年１２

月、報道された貯水池には消火訓練時に使用

した水を保管しておくものであるが、貯水池

から取り除いた水は浄化装置でＰＦＡＳを除

去した上で、基地内の五川目堤に通じる調整

池に放出している旨の回答を米軍から受けた

とのことでございました。 

また、防衛省としては、米軍に対し、ＰＦ

ＡＳの浄化方法や、その値についての詳細な

情報提供を要請し、今後の米軍からの情報を

踏まえ、米軍による浄化の妥当性について、

関係省庁と連携して確認していく旨の回答を

得てございます。 

その後も、米軍による浄化の妥当性等につ

いては、機会を捉え、防衛省に情報提供を要

請してきておりますが、未だ回答を得られて

いないのが現状でございます。 

御質問の五川目堤から検出された暫定目標

値を超える濃度のＰＦＡＳの原因究明につき

ましては、米軍三沢基地に起因する蓋然性が

高いというふうに思う状況ではございますけ

れども、防衛省からは未だ原因の究明に至る



 

 

― 58 ― 

回答が得られていないことから、今後も粘り

強く同省に対して早期の情報提供を求めてま

いりたいと、このように考えてございます。 

次に、ＰＦＡＳの除去対策についてであり

ますが、環境省では飲用水におけるＰＦＡＳ

の処理技術に関する調査・研究を優先して

行っており、河川及び湖沼などの公共水域に

おける対策は示されていないことから、今後

とも情報収集に努めてまいります。 

また、環境省から出されているＰＦＡＳ及

びＰＦＯＡに関する対応の手引きによりまし

て、引き続き青森県と協議しながら、監視調

査を実施してまいりたいというふうに考えて

ございます。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 子育て支援

問題の第１点目、第３子以降の０歳児～２歳

児の保育料無償化を実施する場合の対象世帯

数及びその事業概算額についてお答えいたし

ます。 

初めに、１８歳未満の子供が３人以上いる

世帯で、かつ第３子以降の子供が保育所等の

０歳児～２歳児クラスを利用している世帯数

についてでありますが、昨年度末時点のデー

タを基に算出いたしますと、合計で約１１０

世帯ございます。そのうち、国の無償化制度

の対象となっている住民税非課税世帯及び子

供３人が同時に保育所等に入所し、３人目の

０歳児～２歳児の保育料が無料となっている

世帯を除いた者が、今回御質問いただいた無

償化事業の世帯となりますので、その世帯は

約６０世帯と見込まれます。 

次に、当該無償化事業を実施した場合の概

算費用につきましては、ただいま申し上げた

対象約６０世帯が負担する第３子以降の保育

料の合計額となり、年間で約１,３００万円と

見込まれます。 

子育て支援問題の第１点目につきまして

は、以上でございます。 

続きまして、子育て支援問題の第２点目、

第３子以降の０歳児～２歳児の保育料無償化

を実施する考えがあるかとの御質問について

お答えいたします。 

子育て支援につきましては、国において

は、こども未来戦略「加速化プラン」におけ

る児童手当の抜本的拡充や出産等の経済的負

担の軽減策を実行に移し、県においては、学

校給食費無償化等、子育て支援市町村交付金

事業を今年度から新たに実施することによ

り、子育て費用の段階的無償化を図るなど、

国・地方を挙げて少子化対策に取り組んでい

るところであります。 

当市においても、これまで保育料の一部軽

減事業や当市独自の事業として、地産地消で

わんぱく家族米支給事業の実施のほか、子ど

も医療費給付事業の１８歳までの対象年齢の

拡大や給付型奨学金を新たに導入するととも

に、さらに本年１０月からは県の交付金を活

用した学校給食費の完全無償化を実施するこ

ととし、子育て支援の拡充に努めてきたとこ

ろであります。 

一方で、未来へつなぐ三沢市こども政策推

進会議において、昨年度実施した調査研究結

果により、他自治体においては、議員御指摘

のような多子世帯に対する保育料の減免を含

め、子育て世帯に対する経済的負担の軽減に

関する様々な取組を実施しているものと承知

しているところであります。 

御質問の第３子以降の０歳児～２歳児の保

育料無償化につきましては、昨年度実施した

調査研究結果に加え、三沢市こども計画の策

定に向けて、昨年度と今年度に実施した各種

アンケート調査の結果から、子育て世代の

ニーズを的確に把握し、分析しながら、様々

考えられるさらなる子育て支援策の一つとし

て検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがと

うございました。 

それでは、質問順に再質問をさせていただ

きたいと思います。 

基地問題、今、大変にわかにと言います
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か、突然の出来事で皆さん困惑されていると

思うのですが、Ｆ－３５Ａ戦闘機配備につい

てです。 

まず、Ｆ－３５Ａ戦闘機の配備について、

想定される基地被害、これをしっかりと検証

していくということだと思うのですけれど

も、確かに、これまでＦ－１６戦闘機、墜落

事故、タンクの投棄、模擬弾の落下、この事

故を繰り返してきました。 

では、Ｆ－３５Ａは万全なのかというと、

そうではありません。過去に墜落事故を起こ

していますし、騒音もＦ－１６よりも大きい

とされています。 

改めて、Ｆ－３５Ａ戦闘機による基地被害

をしっかりと検証して、そして住民に情報提

供していくという、これは必要があるという

ふうに指摘をさせていただきます。 

また、そのことを受けての基地強化の、機

能強化のことについてですけれども、考え方

ですが、市長は昭和６０年を引き合いに出し

て、５０機だったとおっしゃいました。これ

まで、故鈴木市長、そしてまた、そのときの

三村知事、種市市長、全て現状を超える、そ

してまた市民に負担のかかる基地機能強化で

す。機数だけではないのです。負担がかかる

基地被害、そして現状を超える基地機能強化

に対して反対を表明しておられました。私

は、それを市長も踏襲していらっしゃるもの

というふうに認識しておりましたが、何かそ

うではないようなことが今感じられましたけ

れども。やはり日本語的にも、基地機能強化

というのは、今の機種よりも機能が進化し

た、これを機能強化というというふうに、日

本語的には解釈されるものなのですが、この

米軍のＦ－３５Ａ配備、この基地機能強化が

なぜ急に行われるようになったかということ

も、背景もしっかりと考えていかなければな

らないと思っています。 

今、アメリカと中国の覇権争いによる中国

包囲網の軍事力強化が進められております。

そのための米軍基地の強化の一環ではないか

ということが考えられますけれども、政府も

安保３文書を掲げて５年間で４３兆円の防衛

費を示しておりますが、この日米一体化で軍

事、この軍事力強化を進めようとしている、

その中での基地機能強化なのではないのかな

というふうに感じております。 

私は軍事力強化で、本当に地域の平和が築

けるのかと、それには大変疑問を持っていま

す。軍事対軍事では、軍拡競争の悪循環で

す。かえって、中国であったり北朝鮮であっ

たり、こういう地域の緊張を高めてしまうと

思います。有事となれば、米軍施設があるわ

けですから、ここから攻撃するわけですか

ら、三沢基地が標的になる危険性が高まりま

す。私たちのそういう対話によって解決しよ

うというと、お花畑とか平和ぼけだとか、そ

ういうことを言われる方もたくさんいますけ

れども、私は誰一人殺さない、殺させない平

和な地域をつくるためには、もっと外交努力

が必要で、外交力の強化、外交力を磨くこと

こそ、私は抑止力になるのだと思っておりま

す。 

地域の軍事的緊張を高める基地機能強化

は、三沢にとって大変危険な道のりだという

ことを、まず指摘していきたいと思っており

ます。 

また、その中で基地機能強化、そしてまた

市民に対する基地被害の状況、こういったこ

とを受けて、私は昭和６０年のことと比べる

のは基地機能強化とは考えていないというこ

とに関して、市長、再度、本当に基地機能強

化に当たらないのでしょうか。その辺、お聞

かせいただきたいと思います。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

 先ほど、市長のほうから昭和６０年のＦ－

１６戦闘機配備計画、計画上は５０機という

ことです。現在は３６機配備されております

けれども、これは世界情勢とか国際情勢に

よって機種の増減というのはあり得るものだ

というふうに考えてございます。というよう

なこともございまして、現在の３６機から４
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８機に変わる、これは機種更新というふうな

位置づけでございますし、今のＦ－１６戦闘

機というのは、もう三沢に配備されてから３

０年以上たちますので、今のＦ－３５Ａ戦闘

機、最新鋭となりますので、機器も当然その

時代に合わせたものになるというふうに考え

てございますので、今回の件については、基

地機能強化には当たらないものというふうに

認識していることに至っているというのが現

状でございます。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） お答えありがと

うございました。 

間違いなく、基地強化だと私は思っており

ます。次のＣＶ－２２オスプレイの訓練再開

について再質問をさせていただきます。 

７月からの横田基地所属のＣＶ－２２オス

プレイの訓練の再開なのですけれども、事故

調査報告書では安全だと政府も示しておりま

す。しかし、その中身をしっかりと見ると、

事故報告書では破断したギアの故障の正確な

根本原因は特定できなかったということが、

向こうでも明らかにしているのです、アメリ

カ側も。特定できなかった。ギアの故障だ。

操縦士、パイロットの判断ミスだというふう

な、事故の原因は分かったけれども、根本的

な原因ははっきりとしていないというふう

な、特定できないというふうになっているの

です。また、クラッチの不具合。これもずっ

と指摘されているのですけれども、欠陥機と

いうことで。アメリカの議会下院公聴会で再

設計されたクラッチを待つまではリスクは回

避できない、このように、米海軍航空システ

ムのチェビ指令官が明言しているわけです。 

ですから、政府の安全であるというような

報告書を受けても、それをうのみにせずに、

このような事態で、私は今、先ほども何回も

言っていますけれども、根本原因が明らかに

なっていないし、安全が間違いないというこ

とも１００％ではない、こういう状態で三沢

の空を飛ばせるわけにはいかない。これは、

しっかりと検証して、その旨、安全性確認さ

れていない中で、やはり事故を起こしていま

す。８人も亡くなっています。米軍はいつも

縦横無尽に好きなように飛んでいます。そう

いう中で、しっかりと市民の安全・安心、生

命・財産を守るという観点からは、私はやは

りしっかりと厳しく対処するべきではないか

なというふうに思います。 

再度、そのことについてお聞きしたいと思

います。お願いします。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

今回のオスプレイの事故原因ということ

は、先ほど議員からもお話がありましたよう

に、ギアボックス内のギアというものが損傷

して、それが事故の原因の一つであるという

ふうに認識しておりますし、その際にパイ

ロットが破損したときに警告灯、警告音が鳴

るのですけれども、それが５回にわたって警

告があったにもかかわらず、予備着陸ですと

か、緊急着陸を試みなかったということが大

きな事故原因であるというふうに認識をして

いるところでございます。 

先ほど御答弁申し上げましたように、国か

らの事故報告書によりますと、この不具合に

は各種の安全対策を講じることで安全に運用

が再開できるというふうに考えているという

ような説明を受けておりますので、ここはき

ちんと市としても情報収集に努めながら、そ

の中で市民の生命・財産に被害が及ぶという

ことがあった際には、これはきっちりと国に

対して対処を求めてまいりたい、このように

考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） ありがとうござ

います。 

そうすると、今の答弁を聞いていますと、

現時点では、この飛行に対して三沢は認める

という立場であるというふうに、今、お聞き

したのですけれども、そういうことなのです
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か。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

このオスプレイについて、三沢市として認

めるか、認めないのかというような御質問だ

と思うのですけれども、先般、三沢のほうに

２機が飛来したということに関しましては、

これは通常訓練の一環だというふうに思って

おりますし、その通告は受けていない状況で

ございます。昨年度まで行っておりました小

川原湖での訓練、ホイスト訓練等を行ってお

りますけれども、この訓練については通告を

いただいているところでございますので、そ

の対策について、まずはしっかりとしていた

だくということが大前提でございますので、

いいかどうかという判断については、情報収

集に努めながら対応してまいりたいと、この

ように考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） ありがとうござ

います。 

今の答弁を聞いて、大変無責任な答弁だな

というふうに思いました。市民の安心・安全

を第一に行政はあるべきことだと思うのです

けれども、国が、これはちゃんとギアの故

障、正確なそういう対応を取るということ

で、今のお話では、飛行しても、飛行は絶対

にしないでくれというふうには申し入れしな

いというふうに今判断しました。 

本当に市民の命と財産・生命、先ほどの命

と生命がちょっとかぶってしまいましたけれ

ども、それだけ市民のことを第一に考えて、

私は判断する必要があるし、破断したギアに

故障があったということなのですけれども。

ですから、そのギアがなぜ破断したのかとい

うことの根本的な原因は特定できなかったと

いうことなのです。ですから、パイロットの

判断ミスのようには言われているのですけれ

ども、やはり機体に大きな問題があるのだと

いうことを指摘されているわけで、それが明

らかになっている時点での、私はこのオスプ

レイの飛来というのは、三沢において認めら

れないというふうに私は指摘をさせていただ

きたいというふうに思います。 

次に、米兵による事件、２点について再質

問をさせていただきたいと思います。 

まず、車の突っ込みの事件。これ、被害者

の方、大変だったと本当に思うのです。今、

亡くなられた方に対してのお悔やみと、被害

に遭われた、損害を受けた方々に対するお見

舞いというふうにおっしゃいましたけれど

も、言葉だけではなくて、やはりお見舞いと

いう言葉だけではなくて、本当に対応が必要

だというふうに思うのです。 

昨年１２月に、私はまた違う車の突っ込み

事件でお話を聞いたことを、また一般質問で

１２月に取り上げましたけれども、そのとき

に再発防止策というのを、そのときも求めた

のです。綱紀粛正と。そういったものにもか

かわらず、１年たたないうちに米兵による車

の突っ込み事件がまた発生したということに

なるのです。 

ですから、実効性ある再発防止策というの

をしっかりと取っていれば、若い米兵も日本

人の方も命を落とすことがなかったわけです

し、被害に遭われた方々も、こんな大きな損

害を受けることが避けられたわけなのです。 

ですから、もう二度とこのような事故が発

生しないように、厳しい対策を取るべきだと

思います。ただ、口頭で司令官と米軍側のほ

うに対して、防衛省の方に対して申し入れる

だけではなくて、しっかりとした対策を取る

必要があると思うのです。 

沖縄では、米軍関連の事件・事故の防止対

策として、米軍のパトロールの回数を増や

す、それから、飲酒検問の頻度を増やす、こ

ういった具体的な対策。飲酒、どちらも早朝

の４時頃に起きている事件・事故なのです。

前回私が一般質問したときも早朝だったので

す。今回も早朝４時。２件とも早朝に起こっ

ていると。そして、基地外の米軍住宅に居住

していたということも考えられますことか
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ら、この件についてもしっかりと、飲酒運転

もそうですけれども、その対策、そして三沢

在住の全ての兵士と軍属等に対する、交通

ルールも含めた規律遵守、この教育を徹底す

るよう、実際にどのようにやっているのかと

いうことを、しっかりと市が把握しておかな

いと、また同じような事故・事件が起きま

す。 

なので、今回のことを受けて、死亡事故が

発生したわけですから、本当にしっかりと

やっていただきたいと思うのです。具体的な

対策を提示して、そして米軍側に申し入れ

る、これが必要だと思いますけれども、いか

がでしょうか。 

もう１点、３点目の米軍関連の事件のもう

１点のほうでは、性的暴行事件ですね、これ

については、先ほどもありますけれども、や

はり性的暴行事件というと、沖縄では１６歳

未満の少女が被害に遭われているわけです。

こういう暴行事件というのは、性的な、氷山

の一角と言われていて、なかなか実際に被害

に遭われても、なかなかそれを警察に届けら

れるということはできない、そういうふうな

ことが言われている性的暴行被害なのですけ

れども、それに対して、それも含めて、この

通報手続、これはしっかりと米軍、国に対し

て遵守することを求めていく必要がある。 

この基地関連の事件のことについての再質

問は、要するに、損害を受けた方々に対する

被害の慰謝料も含めて、基地があるゆえのや

はり被害ですから、基地を設置しているのは

アメリカ軍とそして国です。設置者に責任を

取ってもらう。こういうふうなことも含めて

の再質問になりますので、この被害に対する

保障の部分、そして具体的な基地被害対策、

実効性のある対策、これを申し入れるという

お考えがあるかどうかお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

全部で３点あったかと思います。まずは、

実効性についての問題と、それから事故に対

する保障の問題、それから性的暴行に対して

の通報について厳しく対応するべきだという

ような３点だったと思います。 

まず、実効性のある対応については、先ほ

ど御答弁申し上げましたけれども、８月２１

日に、市長、それから市議会議長、基地対策

特別委員会委員長、３者によって、基地司令

官のほうに行ってまいりました。その中で強

く市長のほうからも、あとは議長からも、委

員長からもありましたけれども、その中で主

体的に取り組みますよというお話をいただき

ました。これは何かというと、ミーティン

グ、基地内のミーティング、これ週１回、毎

週水曜日に実施するというふうなことをおっ

しゃっていただきました。それから、車の

チェックについても、これは抜き打ちで

チェック体制をしていただくというふうなこ

とで司令官からお話をいただきましたので、

これは実効性があるものというふうに認識し

てございます。 

それから、事故に対する保障の関係でござ

いますけれども、議員からお話がありました

ように、今回は公務外の事故ということで、

それぞれ当事者同士が示談をするというふう

な形になります。しかしながら、事件の容疑

者が、被疑者が亡くなっているというような

こともございますし、事件がまだ解決されて

いないというふうな状況でございますので、

これが解決されることになれば、それぞれの

保険会社で対応ができるものと考えておりま

す。 

しかしながら、進まない場合もあろうかと

思いますので、当然、三沢防衛事務所等を通

じまして、市としてもできる限りのことをし

ていくこととしておりますし、先ほど申し上

げた米軍司令官のほうからも、誠心誠意対応

してまいるというふうな力強い言葉も頂いて

おりますので、ここは一緒になって対策が早

く進むように、しっかりと対応してまいりた

いというふうに考えてございます。 

それから、性的暴行事件に関しましては、
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東北防衛局に対して、米軍に対してきっちり

要請をしているというふうなことでお話しさ

せていただきましたが、今後についても、こ

ういった通報体制というものはしっかりとし

ていただくように、国に対して、あるいは関

係機関に対して要請をしてまいります。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員に申し上げ

ます。 

 持ち時間終了５分前です。 

 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） ５分なので、

しっかりとやっていきたいと思います。 

最後に、基地問題の４点目、ＰＦＡＳの問

題についてなのですけれども、今、原因究

明、汚染源の特定ができていないというよう

な状況だというふうに私は受け取りました。 

そこの中で、それをそのまま何も回答がな

いといって放置していいのかなというふうに

思うのです。その対策として、やはり汚染

源、やはり明らかにしていかなければならな

いですし、その流出を食い止めて、やはり除

去していかないと、永遠の化学物質と言われ

ていて、ただ移動して歩いているだけなの

で、本当にスピード感のある対応が求められ

ていると思うのです。 

それで、神奈川県の横須賀市で、これは米

軍基地からの当該有機フッ素化合物の流出を

受けて、国と市で基地内に立ち入って、汚染

源のサンプリングをして、除去対策を講じて

います。 

これ、どうやってやったのかというと、基

地内への立ち入り調査に関しては、２０１５

年に日米地位協定の環境補足協定、これに

よって、情報共有、環境基準の発出、立ち入

り手続の作成・維持・協議、こういう協定書

があるわけですね。この協定書にのっとっ

て、手続をして、基地内への立ち入り調査を

国と市でやったというふうになっているわけ

です。それで、結果として、汚染源を確定し

て、そしてその対策を取っていると。こうい

うふうなことを実際にやっている自治体があ

るわけですから、三沢市としても、まだ米軍

からの回答がない、ただ調査しているという

だけではなくて、踏み込んで基地内の立ち入

り調査、これのための、環境補足協定、これ

に基づいてやっていく必要があると思うので

すが、それについて伺って質問を終わりま

す。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

まず、ＰＦＡＳに関しまして、決して放置

しているわけではなくて、国に対しても言う

べきことは言ってきているつもりでございま

す。 

その上で、お話のございました、環境補足

協定、これは１５年に締結しているものでご

ざいますけれども、これは環境に及ぼす事

故、すなわち漏出があった場合に立ち入り規

制権を有するというようなものだというふう

に理解しております。横須賀の場合におきま

しては、横須賀基地の中から、こういったＰ

ＦＡＳ関係の水が漏れた、外に漏れたという

ことを担当の防衛局のほうに米軍が通報した

ということから、市あるいは国が一緒になっ

て、その立ち入り調査をしたというふうなこ

とでございます。 

今回、五川目堤に関しましては、確かに基

準値を超える数値になっておりますが、これ

は米軍が起因する、蓋然性が高いというふう

に我々も思っておりますけれども、ここは米

軍側からの調査がまだ済んでいないというふ

うな状況もございますので、ここをしっかり

と見極めた上で対応してまいりたいと思って

おりますし、引き続き情報収集に努めて、

しっかりと対応してまいります。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 以上で、奥本菜保巳

議員の質問を終わります。 

これをもって一般質問を終わります。 

───────────────── 

  ◎日程第 ２ 認定第 １号から 

   日程第２３ 議案第６３号まで 
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○議長（加澤 明君） 次に、日程第２ 認

定第１号令和５年度三沢市一般会計歳入歳出

決算認定についてから、日程第２３ 議案第

６３号市道の路線の認定についてまでを一括

議題とします。 

───────────────── 

  ◎日程第２４ 総括質疑 

○議長（加澤 明君） 日程第２４、ただい

ま一括議題といたしました全議案に対し、総

括質疑を行いますが、通告がありませんの

で、総括質疑を終結します。 

───────────────── 

  ◎日程第２５ 特別委員会の設置及び 

議案の付託 

○議長（加澤 明君） 日程第２５ 特別委

員会の設置及び議案の付託を行います。 

お諮りします。 

ただいまの一括議題となっております議案

の審査に当たりましては、１６名をもって構

成する決算審査特別委員会、８名をもって構

成する予算審査特別委員会、同じく８名を

もって構成する条例等審査特別委員会をそれ

ぞれ設置し、これに付託の上、慎重に行いた

いと思いますが、これに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） 御異議なしと認めま

す。 

よって決算審査特別委員会、定数１６名、

予算審査特別委員会、定数８名、条例等審査

特別委員会、定数８名をそれぞれ設置し、こ

れに付託することに決しました。 

それでは議案の付託を行います。 

決算審査特別委員会には、認定第１号から

認定第８号までの計８件を、予算審査特別委

員会には、議案第５０号から議案第５２号ま

での計３件を、条例等審査特別委員会には、

議案第５３号から議案第６３号までの計１１

件をそれぞれ付託します。 

───────────────── 

  ◎日程第２６ 特別委員会委員の選任 

○議長（加澤 明君） 日程第２６ 特別

委員会委員の選任を行います。 

ただいま設置されました、３特別委員会の

委員の選任については、三沢市議会委員会条

例第８条第１項の規定により、タブレットに

配信しております、特別委員会委員及び付託

議案一覧表のとおり指名します。 

なお、特別委員会委員の方々は、次の休憩

中に、委員長、副委員長をそれぞれ互選し、

議長まで報告願います。 

また、ただいま設置されました各特別委員

会の組織会は、初めに決算審査特別委員会を

大会議室において、引き続き予算審査特別委

員会を大会議室、条例等審査特別委員会を第

２会議室において、それぞれ願います。 

この際、委員会開催のため、暫時休憩しま

す。 

午前１１時５４分 休憩 

──────────────── 

午後 ０時０１分 再開 

○議長（加澤 明君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

先ほど設置されました３特別委員会の委員

長、副委員長の互選の結果を報告します。 

決算審査特別委員会委員長、堤喜一郎委

員、副委員長、遠藤泰子委員。予算審査特別

委員会委員長、瀬崎雅弘委員、副委員長、下

山光義委員。条例等審査特別委員会委員長、

舩見昌功委員、副委員長、春日洋子委員とそ

れぞれ決しました。 

──────────────── 

○議長（加澤 明君） 以上で、本日の日程

は終了しました。 

なお、明日から１２日までは、特別委員会

審査等のため、本会議は休会となります。 

次回本会議は、１３日午前１０時から会議

を開きます。 

本日は、これをもって散会します。 

午後０時０２分 散会   

 

 


